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研究要旨 患者から摘出された虫体，あるいは魚介類や食品残品等から検出された虫体

が，アニサキスであるとの同定に関しては，検査のための公定法が見当たらない。また画

像を示しながら，形態同定の要点を簡便に記述した資料も乏しい。そこで「アニサキス形

態同定に関する手順書」を作成した。 

 

A. 研究目的 

アニサキス（Anisakis 属および Pseudo- 

terranova 属の線虫）が寄生した海産魚介類

をヒトが喫食すると，時に虫体が胃壁や腸

壁に刺入し，急性胃腸炎を主徴とするアニ

サキス食中毒が発生する。このようなアニ

サキス食中毒の患者を診断した医師は，食

品衛生法に則して保健所に届け出る義務が

あり，保健所長が食中毒と断定した場合，事

例は最終的に厚労省で取り纏められて，食

中毒統計に収載される。アニサキス食中毒

の原因であるアニサキスに汚染された食品

の販売は，食品衛生法で禁止されており，違

反した場合は行政処分の適用対象となる

（営業停止など）。したがって患者から摘出

された虫体がアニサキスであるとの同定は

重要である。併せて魚介類や食品残品等か

ら検出された虫体が，アニサキスであると

の同定に関しても，現場で使用できる簡便

な「アニサキス形態同定に関する手順書」が

欲しいとの声を，各地の施設でたびたび聞

いた。そこで本研究班では，福島県の研究協

力者が中心となって，手順書の作成作業に

取り組んだ。 

 

B. 研究方法 

寄生虫学の教科書・専門書や文献を参照

して，アニサキス食中毒の原因となるアニ

サキス亜科線虫（Anisakis 属および Pseudo- 

terranova 属）の形態を調べ、魚介類から検

出した虫体を用いて画像を作成し，手順書

を取りまとめた。市販の安価な機材を組み

合わせて，アニサキス虫体の画像撮影と保

存・転送が可能なシステムを構築し，併せて

手順書に記載した。 

 

C. 研究結果 

「アニサキス形態同定に関する手順書」



は次ページ以降に添付した。参照されたい。

なお患者由来虫体の同定に使用が可能なこ

とを，実際に確認している。 

 

D. 考察 

アニサキスに関しては，検査のための公

定法がない。厚労省から通知として発出さ

れた「対 EU 輸出水産食品の取扱いについ

て（2009 年 6 月 4 日）」においては，衛生基

準の項で「水産物を出荷する前に寄生虫の

目視検査が必要」と記され，検査対象とする

寄生虫種にアニサキスが含まれるのは，当

然と思われる。しかし検査・同定に関する具

体的な記述は極めて乏しい。食品衛生検査

指針（微生物編 改訂第 2 版 2018，公益社

団法人 日本食品衛生協会・編）でも，アニ

サキスの検査法は詳しいが，形態同定に関

する略図が示されるだけで，画像は提示さ

れていない。これらの点を補完する「アニサ

キス形態同定に関する手順書」の作成に，今

回，取り組むことにした。 

この手順書が福島県内だけでなく，全国

で広く活用されることが希望される。内容

に不適切・不十分な記述があれば，ご指摘を

頂きたいと希望しており，データを追加で

きるような改訂の機会があれば，とても有

難いと考えている。 

 

E. 結論 

患者から摘出された虫体，あるいは魚介

類や食品残品等から検出された虫体が，ア

ニサキスであるとの同定に関しては，検査

のための公定法がない。また画像を示しな

がら，形態同定の要点を簡便に記述した資

料も乏しい。そこで「アニサキス形態同定に

関する手順書」の作成に取り組んだ。 

 

F. 研究発表 

 なし 

 

G. 知的財産権の出願・登録状況 

 なし 

 

 

  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


